
第 123 号議案

令和 3 年度仙台市一般会計補正予算（第15号）

令和 3年度仙台市の一般会計補正予算（第15号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,148,091千円を追加し，歳入歳出予算の総額�

を歳入歳出それぞれ650,415,427千円とする。

2　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の�

金額は，「第 1表　歳入歳出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第 2条　債務負担行為の補正は，「第 2表　債務負担行為補正」による。

1



2



第 2表

債　務　負　担　行　為　補　正

事　　　　　　　項 期　　　間
限　　　　度　　　　額

補正前の額 補　正　額 計

道 路 新 設 改 良 事 業 令 和 4 年 度 か ら
令 和 5 年 度 ま で

千円
2,087,000 

千円
14,700

千円
2,101,700
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第 124 号議案

令和 3 年度仙台市ガス事業会計補正予算（第 1号）

（総　則）

第 1条　令和 3年度仙台市ガス事業会計の補正予算（第 1号）は，次に定めるところによる。

（たな卸資産購入限度額）

第 2条　令和 3年度仙台市ガス事業会計予算第11条中「10,900,000千円」を「14,700,000千円」に

改める。
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